（法 第１０条関係）

役　員　名　簿

（特定非営利活動法人南相馬こどものつばさ）

	役職名
	氏　　　名
	住　所　　又　は　居　所
	報酬の
有無

	理事

理事

理事

理事

理事

理事

理事
理事
理事
監事
	西　道典
中島　照夫
佐藤　慎治
鳥居　久生
折笠　文寛
高橋　美加子
髙橋　秀夫

臼井　規之
内田　雅人
飯塚　宏
	南相馬市鹿島区寺内字八幡林45番地
南相馬市原町区上渋佐字原田435番地の1

南相馬市鹿島区横手字町田59番地の3

南相馬市原町区栄町二丁目12番地

南相馬市鹿島区横手字御所内73番地

南相馬市原町区上北高平字入道　 48番地の3

南相馬市鹿島区川子字滝沢110番地

南相馬市鹿島区寺内字横峯49番地の24

南相馬市鹿島区川子字内田5番地
南相馬市小高区東町一丁目7番地
	無
無

無

無

無

無

無

無

無
無


備考

１「役職名」には、理事、監事の別を記載する。

２「住所又は居所」には、福島県特定非営利活動促進法施行条例第２条第３項に掲げる書面（住民票等）によって証された住所又は居所を記載する。

３「報酬の有無」の欄には、定款の定めに従い報酬を受ける役員には「有」、報酬を受けない役員には「無」を記入する。

４　役員総数に対する報酬を受ける役員数（「報酬の有無」欄の「有」の数）の割合は、３分の１以下でなければならない（法第２条第２項第１号ロ）。

４　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とする。

